
【 塩尻市 】

申 請 者

変更案の作成・提出

≪相談≫
農業協同組合

土地改良区

農業委員

申請書の提出先：農業委員会事務局

各月受付期間：５日から１５日までの営業日

農業委員会

農業振興協議会 年４回開催（３月、６月、９月、１２月）

毎月最終金曜日開催

【松本地域振興局】 【長野県】

法定案件による審査 農地転用許可権者

≪事前協議≫

≪同意・不同意≫

（「不同意案件」を除き）

公 告

縦 覧（３０日間）

異議申立（１５日間）

公 告

≪本協議≫

≪同意≫

≪不同意通知≫
申 請 者

申 請 者
≪変更通知≫


